
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取り外す前に燃料補給ステ
ーションの作業員を接地するための安全装置であり、当該燃料充填ノズルが燃料導管によ
り燃料源につながっている安全装置であって、
ａ）燃料充填作業の間上記燃料充填ノズルを受け入れそして保持するための、上記燃料タ
ンクに通じた燃料タンク口、
ｂ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受けるの
に適合した接触部材を有する接地スイッチを含み、当該接触部材の物理的接触が当該接地
スイッチを作動させる、接地装置、及び
ｃ）上記ノズルを上記タンク口に挿入すると当該ノズルを当該タンク口に固定する固定の
位置と、燃料充填作業が完了し且つ上記接触部材の物理的接触がなされてから上記ノズル
を上記燃料タンク口から解放することができる解除の位置とを備えた、解除可能なインタ
ーロック、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
の安全装置。
【請求項２】
前記接地装置が前記ノズルから少なくとも２センチメートルのところに位置する、請求項
１記載の安全装置。
【請求項３】
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前記燃料源には圧縮燃料が入っている、請求項１又は２記載の安全装置。
【請求項４】
前記燃料タンクが燃料電池の燃料タンクである、請求項１から３までのいずれか一つに記
載の安全装置。
【請求項５】
前記解除可能なインターロックが手動で作動されるノズルレバーであり、このノズルレバ
ーの第一の方向の動きが前記ノズルを前記燃料タンク口に固定し、当該ノズルレバーの第
二の方向の動きが、前記接地スイッチが作動したときにのみ、前記燃料タンク口へのノズ
ルの固定を解除する、請求項１から４までのいずれか一つに記載の安全装置。
【請求項６】
前記解除可能なインターロックに接続されるタイマーを含み、このタイマーは、前記接地
スイッチの作動後に当該解除可能なインターロックを限られた時間前記解除の位置に保持
するようにし、またこのタイマーは、前記ノズルが前記タンク口に受け入れられているほ
かの時間は全て、当該解除可能なインターロックが前記固定の位置にとどまるようにする
、請求項１から５までのいずれか一つに記載の安全装置。
【請求項７】
前記限られた時間が約１～３００秒である、請求項６記載の安全装置。
【請求項８】
前記ノズルを前記燃料タンク口から安全に取り出すことができるのを指示する指示器を含
み、この指示器が前記限られた時間の間指示を行う、請求項６又は７記載の安全装置。
【請求項９】
前記接地スイッチが前記解除可能なインターロックと一体にされている、請求項１から８
までのいずれか一つに記載の安全装置。
【請求項１０】
前記解除可能なインターロックが、前記固定の位置から前記解除の位置へと移動するのに
適合したレバーであり、それにより当該レバーが前記固定の位置から前記解除の位置へと
動くまでは前記ノズルを前記燃料タンク口から取り出すのを阻止する、請求項９記載の安
全装置。
【請求項１１】
前記ノズルに隣接した接地確認スイッチと、前記解除可能なインターロックにつながれた
タイマーとを含み、当該接地確認スイッチは燃料制御器につながれ、この燃料制御器は当
該接地確認スイッチが作動している間だけ燃料が前記ノズルから流れるのを可能にし、当
該タイマーは当該解除可能なインターロックが当該接地確認スイッチの解除後の限られた
時間前記解除の位置にとどまるようにする、請求項１記載の安全装置。
【請求項１２】
前記接地確認スイッチが燃料の流量を更に制御する、前記ノズルに備えられた作動ハンド
ルを含む、請求項１１記載の安全装置。
【請求項１３】
接地確認スイッチとタイマーとを含み、この接地確認スイッチは燃料制御器につながり、
この燃料制御器は当該接地確認スイッチが作動している間だけ燃料が前記ノズルから流れ
るのを可能にし、当該タイマーは当該燃料制御器につながれ、そして当該接地確認スイッ
チの解除により当該接地確認スイッチの解除後の限られた時間一度停止したならば、燃料
の流れを再開するようにし、そして当該燃料制御器が、前記接地スイッチが再作動するま
では、上記の限られた時間に達した後に燃料が流れないようにする、請求項１記載の安全
装置。
【請求項１４】
燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業員を接地するための安全装置であって、
ａ）燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じた燃料タンク口、
ｂ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受けるの
に適合した接触部材を有する接地スイッチを含み、当該接触部材の物理的な接触が当該接
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地スイッチを作動させる、接地装置、及び
ｃ）上記接地スイッチが連続して作動しているときにのみ上記ノズルを通し燃料流を提供
するための燃料制御器、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
の安全装置。
【請求項１５】
燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業員を接地するための安全装置であって、
ａ）燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じた燃料タンク口、
ｂ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受けるの
に適合した接地された接触部材を含む接地装置、
ｃ）上記ノズルを通る燃料の流量を制御するための燃料制御器であって、燃料の流れを提
供し、そしてこの制御器が燃料の流れるのを停止するときに信号を提供する燃料制御器、
及び
ｄ）上記信号を受け取ったならば直ちに、上記ノズルを取り外す前に接地を行わなくては
ならないことを作業員に指示する指示器、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
の安全装置。
【請求項１６】
　燃料補給ステーションの作業員を接地するための方法であって、
　ａ）燃料充填作業の間燃料充填ノズルを受け入れそして保持するための、燃料タンクに
通じた燃料タンク口を る工程、
　ｂ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受ける
ための接触部材を有する接地スイッチを含み、当該接触部材の物理的接触が当該接地スイ
ッチを作動させる接地装置を る工程、
　ｃ）上記ノズルを上記タンク口に挿入すると当該ノズルを当該タンク口に固定する固定
の位置と、燃料充填作業が完了し且つ上記接触部材の物理的接触がなされてから上記ノズ
ルを上記燃料タンク口から解放することができる解除の位置とを有する、解除可能なイン
ターロックを る工程、
　ｄ）燃料源のノズルかけから燃料充填ノズルを抜き出す工程、
　ｅ）上記燃料充填ノズルを上記燃料タンク口に挿入して当該ノズルを当該燃料タンク口
に固定する工程、
　ｆ）上記燃料タンクに燃料源から燃料を充填する工程、
　ｇ）上記接触部材に接触して上記接地装置の接地スイッチを作動させ、上記解除可能な
インターロックを解除する工程、及び
　ｈ）上記タンク口から上記ノズルを抜き出す工程、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
の方法。
【請求項１７】
　前記解除可能なインターロックを る工程が、手動で作動されるノズルレバーを
ることを含み、このノズルレバーの第一の方向の動きが前記ノズルを前記燃料タンク口に
固定して燃料の流れるのを可能にし、当該ノズルレバーの第二の方向の動きが前記燃料タ
ンク口へのノズルの固定を解除し、且つこの第二の方向の動きは前記接地スイッチが作動
したときにのみ可能にされ、そして前記接触部材に接触する工程が上記ノズルレバーの第
二の方向の動きを可能にする、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記解除可能なインターロックに接続されるタイマーを る工程を含み、このタイマ
ーは、前記接地スイッチの作動後に当該解除可能なインターロックを限られた時間前記解
除の位置に保持するようにし、またこのタイマーは、前記ノズルが前記タンク口に受け入
れられているほかの時間は全て、当該解除可能なインターロックが前記固定の位置にとど
まるようにする、請求項１６記載の方法。
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【請求項１９】
　燃料制御器を る工程と、この燃料制御器につながれた接地確認スイッチを る工
程と、前記解除可能なインターロックにつながれたタイマーを る工程とを含み、当該
燃料制御器は当該接地確認スイッチの作動中にのみ前記ノズルから燃料が流れるのを可能
にし、当該タイマーは当該接地確認スイッチの解除後に前記解除可能なインターロックを
限られた時間前記解除の位置にとどまるようにし、前記接触部材に接触する工程が前記ノ
ズルの第二の方向の動きを上記の限られた時間の間可能にする、請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　燃料制御器を る工程と、この燃料制御器につながれた接地確認スイッチを る工
程と、タイマーを る工程とを含み、当該燃料制御器は当該接地確認スイッチの作動中
にのみ前記ノズルから燃料が流れるのを可能にし、当該タイマーは当該燃料制御器につな
がれて、そして当該接地確認スイッチの解除により当該接地確認スイッチの解除後の限ら
れた時間一度停止したならば、燃料の流れを再開するようにし、そして当該燃料制御器は
、前記接地スイッチが再作動するまでは、上記の限られた時間に達した後に燃料が流れな
いようにし、前記燃料タンクに充填する工程が、燃料補給中に当該接地確認スイッチを解
除してそれにより燃料の流れを停止し、そして当該接触部材と接触して当該接地スイッチ
を再作動させ、燃料の流れを再開する、請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
　燃料補給ステーションの作業員を燃料充填作業の間接地するための方法であって、
　ａ）燃料充填作業の間燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じた燃料タ
ンク口を ること、
　ｂ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受ける
ための接触部材を有する接地スイッチを含み、当該接触部材の物理的な接触が当該接地ス
イッチを作動させる接地装置を ること、
　ｃ）当該接地スイッチにより作動可能であって、当該接地スイッチが連続して作動して
いるときにのみ上記ノズルを通して燃料流を提供する燃料制御器を ること、及び
　ｄ）当該接触部材と物理的に接触して当該接地スイッチを作動させ、上記燃料制御器を
作動させて燃料流を提供すること、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
の方法。
【請求項２２】
　燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業員を接地するための方法であって、
　ａ）燃料源につながれた燃料充填ノズルを ること、
　ｂ）この燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じる燃料タンク口を
ること、
　ｃ）この燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受ける
のに適合した接地された接触部材を含む接地装置を ること、
　ｄ）上記ノズルを通る燃料の流量を制御するための燃料制御器であって、この制御器が
燃料の流れるのを停止するときに信号を提供する燃料制御器を ること、
　ｅ）上記信号を受け取ったならば直ちに、上記ノズルを取り外す前に接地を行わなくて
はならないことを作業員に指示する指示器を ること、
　ｆ）上記ノズルを上記燃料タンク口に挿入すること、
　ｇ）上記燃料制御器により所望量の燃料を上記燃料タンクへ、当該所望量の燃料が当該
燃料タンクへ移送されるまであるいは当該燃料タンクが所定容量に達するまで、投入する
こと、
　ｈ）上記制御器からの信号を上記指示器へ提供して、作業員が上記接触部材に接触しな
くてはならないことを当該作業員に指示すること、
　ｉ）上記接触部材に接触すること、及び
　ｊ）上記ノズルを上記燃料タンク口から取り外すこと、
を含み、それにより静電荷による燃料の不慮の発火が防止される、作業員を接地するため
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の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、燃料タンクに圧縮燃料を供給するための装置と方法に関する。詳しく言えば、
本発明は、圧縮燃料を供給する間作業員を接地することに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
車両やそのほかの可動性装置の燃料タンクに水素あるいは圧縮天然ガス等の気体燃料を供
給するのは、燃料を必要としている例えば車両やそのほかの可動性装置の燃料タンクある
いは貯蔵容器へ、高圧の貯蔵容器から燃料を排出することにより速やかに行うことができ
る。燃料を車両へ安全に引き渡すことが肝要である。燃料供給プロセスの潜在的な危険を
生じかねない問題は、燃料充填ノズルを車両から切り離すときに起きる。作業員は身体に
静電荷を蓄積していることがある。燃料ステーションあるいは車両からの燃料の漏れがあ
ると、作業員がノズルを取り外そうとするときに、静電放電からの火花が気体燃料を発火
させることがある。
【０００３】
これはまた、液体燃料にあっても危険となることがある。ところが、現在まで、産業界は
この問題に十分に対処してこなかった。１９９９年と２０００年の両年で作業員の静電気
によるガソリン火災の報告が４０件以上あったことから、これは変わっていくだろう。
【０００４】
過去においては、車両への圧縮ガスの供給と静電荷による潜在的な火災の問題とに直接取
り組む試みは限られた数であった。例えば、米国特許第５０２９６２２号明細書（Ｍｕｔ
ｔｅｒ）には、車両に圧縮ガスを充填するための自動化された方法が記載されている。と
ころが、燃料充填作業中の作業員からの静電荷の問題を減らし又はなくすことに関しての
開示は見られない。
【０００５】
車両の静電荷は導電性の燃料ホースを使用することで回避できることが知られている。こ
れは、ガソリン車両についても天然ガス車両についても、米国消防協会（Ｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｆｉｒｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）コードＮＦＰＡ　７７
　“Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｎ　Ｓｔａｔｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃｉｔｙ”に従って行うことができる。ＮＦＰＡ７７のセクション４－５．３．６には、
「充填パイプアセンブリの全ての金属製部品は、結合している箇所から下流の連続の電気
伝導路を形成すべきである。例えば、出口に金属継手を備えた非導電性ホースの挿入は、
継手を充填パイプに結合させない限り、避けなければならない」と述べられている。
【０００６】
Ｖｏｎ　Ｐｉｄｏｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，“Ａｖｏｉｄａｎｃｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓ
ｔａｔｉｃ　Ｈａｚａｒｄｓ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｅｆｕｅｌｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｏｔｏｒｃ
ａｒｓ”，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓ，４０　＆　４１，ｐ
ｐ５２３－５２８（１９９７）において、著者らは、ドイツにおいては特定の期間に一般
の充填ステーションでガソリン－空気混合物の発火が３０件以上あったと記している。彼
らの推奨することの一つは、全ての自動車で帯電防止シートを使用することである。この
提案は、ガソリン車について今日まで受け入れられておらず、そしてこの推奨が、近い将
来別の燃料について受け入れられるとは思われない。この提案はまた、衣類といったよう
な他の静電気蓄積源から作業員を保護することもない。
【０００７】
Ｋａｓｓｅｂａｕｍ　＆　Ｋｏｃｋｅｎ，“Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　Ｓｔａｔｉｃ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ　ｉｎ　Ｈａｚａｒｄｏｕｓ　（Ｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ）　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎｓ”，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　Ｏｎ　Ｉｎｄｕｓ．　Ａｐｐｌｉｃｓ．，Ｖ
ｏｌ．３３，Ｎｏ．１，（１９９７年１月、２月）において、著者らは、引火性の液体、
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ガス及び粉塵が存在するため火災の可能性がある所定の領域については、底が導電性にな
っている靴の使用を推奨している。燃料を補給する、例えば、本発明で使用されるような
水素ガスを補給する燃料供給ステーションは、導電性底の靴が推奨されるような場所であ
ると考えることができる。とは言え、例えば燃料電池駆動の車両のための、水素燃料用の
燃料補給ステーションの顧客が、そのような水素燃料ステーションが広く商業化されるこ
とになるとしてもその適切な履き物を身につけることを期待することはできない。
【０００８】
燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取り外す前に燃料補給ステ
ーションの作業員を接地するための安全装置と方法を提供することが、根本的に所望され
ている。
【０００９】
更に、燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取り外す前に燃料補
給ステーションの作業員を接地するための、簡単且つ比較的費用のかからない安全装置と
方法を提供することが、所望されている。
【００１０】
なお更に、燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取り外す前に燃
料補給ステーションの作業員を接地するための、作業員が誤りやすくない安全装置と方法
を提供することが、所望されている。
【００１１】
最後に、燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取り外す前に燃料
補給ステーションの作業員を接地するための、特に燃料電池タンクの水素用であるがその
ほかの燃料タンクに引火性の燃料を充填するのに関しても利用することができる安全装置
と方法を提供することが、所望されている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、充填作業後且つ燃料充填ノズルの取り外し前に、そのような作業員を接地する
ことに関するものである。本発明では、作業員に、ノズルを取り外す前に作業員自身を接
地しなければならないと知らせるか、あるいはノズル自体が車両の充填口にロック又は固
定されていることを知らせる。充填口にロック又は固定し、そのロック又は固定を解除す
る自動ノズルは、天然ガス車両（ＮＧＶ）用に作られており、例えばドイツのＷＥＨ　Ｇ
ｍｂＨ社のノズルタイプＷＥＨ　ＴＫ　１８があるが、どれも接地の行為により固定しあ
るいは固定解除するものではない。
【００１３】
本発明は、燃料電池タンクに水素を充填している間作業員を接地することに関するもので
あるが、本発明の全ての態様は、引火性ガス、又は引火性の蒸気を放出する引火性液体、
例えばガソリンのようなもの、を燃料タンクに充填するのにも同じように完全に適合する
。本発明は、車両への充填プロセスの最後に燃料充填作業員を接地することによって潜在
的な静電荷の問題を解決しようとする最初の試みであると信じられる。
【００１４】
本発明の第一の態様は、燃料充填作業が完了したなら燃料タンクから燃料充填ノズルを取
り外す前に燃料補給ステーションの作業員を接地するための安全装置に関する。この安全
蔵置は、燃料充填作業の間燃料充填ノズルを受け入れそして保持するための、燃料タンク
に通じた燃料タンク口を含む。この安全装置は更に、この燃料タンク口に隣接して、作業
員による物理的接触を受ける接触部材を有する接地スイッチを含む接地装置を含む。接触
部材の作業員との物理的接触が接地スイッチを作動させる。ノズルをタンク口に挿入する
とノズルをタンク口に固定する固定の位置と、燃料充填作業が完了し且つ接触部材の物理
的接触がなされてからノズルをタンク口から解放することができる解除の位置とを備える
、解除可能なインターロック（ｒｅｌｅａｓａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｌｏｃｋ）も含まれる
。それにより、静電荷による燃料の不慮の発火が防止される。
【００１５】
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好ましくは、接地装置はノズルから少なくとも２センチメートルのところに位置する。更
に、燃料源には圧縮燃料が入っていて、燃料は水素であるのが好ましい。
【００１６】
解除可能なインターロックは、手動で作動されるノズルレバーであることができ、この場
合にはノズルレバーの第一の方向の動きがノズルを燃料タンク口に固定し、そしてノズル
レバーの第二の方向の動きが、接地スイッチが作動したときにのみ、燃料タンク口へのノ
ズルの固定を解除する。好ましくは、第一の方向と第二の方向は反対であり、すなわち互
いに対し１８０度の方向になっている。例えば、第一の方向が左の向き、第二の方向が右
の向きでよいが、そのようにすることが必須あるいは必要とされるわけではない。度を超
えた実験を行うことなく、第一及び第二の方向の多くの組み合わせを設計することができ
る。
【００１７】
解除可能なインターロックに接続されるタイマーを含めてもよく、このタイマーは、接地
スイッチの作動後に解除可能なインターロックを限られた時間解除の位置に保持するよう
にする。タイマーは、ノズルがタンク口に受け入れられているほかの時間は全て、解除可
能なインターロックが固定の位置にとどまるようにする。上記の限られた時間は、約１～
３００秒でよく、好ましくは約５秒である。
【００１８】
ノズルを差込口から安全に取り出すことができるのを指示する指示器を設けてもよく、こ
の指示器は上記の限られた時間の間指示を行う。
【００１９】
　接地スイッチは、解除可能なインターロックと一体にしてもよい。解除可能なインター
ロックは、固定の位置から解除の位置へと移動し、それにより固定の位置から解除の位置
へと動くまではノズルを燃料タンク口から取り出すのを阻止するレバーであることができ
る。ノズルに隣接した接地確認スイッチと、解除可能なインターロックにつながれたタイ
マーとを ることもできる。接地確認スイッチは燃料制御器につながれ、この燃料制御
器は接地確認スイッチが作動している間だけ燃料がノズルから流れるのを可能にし、そし
てタイマーは、解除可能なインターロックが接地確認スイッチの解除後の限られた時間解
除の位置にとどまるようにする。接地確認スイッチは、燃料の流量を制御する作動ハンド
ルをノズルに取り付けて含んでもよい。
【００２０】
接地確認スイッチをタイマーと一緒に含んでもよい。この接地確認スイッチは燃料制御器
につながり、この燃料制御器は接地確認スイッチが作動している間だけ燃料がノズルから
流れるのを可能にする。タイマーは燃料制御器につながれ、そして接地確認スイッチの解
除により、接地確認スイッチの解除後の限られた時間一度停止したならば、燃料の流れが
再開するようにする。燃料制御器は、上記の限られた時間に達した後は、接地スイッチが
再作動するまで燃料が流れないようにする。
【００２１】
燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業員を接地するための安全装置のもう一つの
態様も提供され、そしてそれは、燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じ
た燃料タンク口、この燃料タンク口に隣接した接地装置、作業員による物理的接触を受け
る接触部材を有する接地スイッチを含む接地装置、を含む。接触部材の物理的な接触が接
地スイッチを作動させる。接地スイッチが連続して作動しているときにのみノズルを通し
燃料流を提供するために、燃料制御器が設けられる。
【００２２】
燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業員を接地するための安全装置の別の態様も
提供され、そしてそれは、燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じた燃料
タンク口、この燃料タンク口に隣接した接地装置、作業員による物理的接触を受けるのに
適合した、接地された接地部材を含む接地装置、そしてノズルを通る燃料の流量を制御す
るための燃料制御器を含む。燃料制御器は燃料の流れを提供し、また、この制御器が燃料
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の流れるのを停止するときに信号を提供する。この信号を受け取ったならば直ちに、ノズ
ルを取り外す前に接地を行わなくてはならないことを作業員に指示する指示器も設けられ
る。
【００２３】
　燃料補給ステーションの作業員を接地するための方法も提供され、そしてそれは、上記
の第一の態様の装置を る工程、燃料源のノズルかけから燃料充填ノズルを抜き出す工
程、燃料充填ノズルを燃料タンク口に挿入してそれによりノズルを燃料タンク口にロック
又は固定する工程、燃料タンクに燃料源から燃料を充填する工程、接触部材に接触して接
地部材の接地スイッチを作動させ、解除可能なインターロックを解除する工程、及びタン
ク口からノズルを抜き出す工程を含む。作業員は、作動している間接地されている接地確
認スイッチに触れてもよい。作業員は、燃料補給及び接地プロセスが完了後にタンク口か
らノズルを取り出さなくてはならない限られた時間を持つことができる。
【００２４】
　燃料補給ステーションの作業員を燃料充填作業の間接地するためのもう一つの方法も提
供され、そしてそれは、燃料充填作業の間燃料充填ノズルを受け入れるための、燃料タン
クに通じた燃料タンク口を ることを含む。燃料タンク口に隣接した接地装置が設けら
れ、この接地装置は、作業員による物理的接触を受けるための接触部材を有する接地スイ
ッチを含み、この接触部材の物理的な接触が接地スイッチを作動させる。この接地スイッ
チにより作動可能であって、接地スイッチが連続して作動しているときにのみノズルを通
して燃料流を提供する燃料制御器が設けられる。接触部材は、物理的な接触があると接地
スイッチを作動させ、そしてそれが燃料制御器を作動させて燃料流を提供する。
【００２５】
　最後に、本発明のもう一つの態様では、燃料充填作業の間燃料補給ステーションの作業
員を接地するための方法であって、燃料源につながれた燃料充填ノズルを ること、燃
料充填ノズルを受け入れるための、燃料タンクに通じる燃料タンク口を ること、そし
て燃料タンク口に隣接した接地装置であって、作業員による物理的接触を受けるのに適合
した、接地された接触部材を含む接地装置を ることを含む方法が提供される。ノズル
を通る燃料の流量を制御するための燃料制御器も設けられ、この燃料制御器は、制御器が
燃料の流れるのを停止するときに信号を提供する。この信号を受け取ったならば直ちに、
ノズルを取り外す前に接地を行わなくてはならないことを作業員に指示する指示器も設け
られる。ノズルが燃料タンク口に挿入され、所望の量の燃料が燃料制御器により燃料タン
クへ、所望量の燃料が移送されるまであるいは燃料タンクが所定容量に達するまで投入さ
れる。制御器から指示器への信号は、接触部材に接触しなくてはならないことを作業員に
指示するために提供される。作業員は接触部材に接触し、ノズルが燃料タンク口から取り
外される。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明は、燃料充填作業中の作業員を燃料充填ノズルを作業員が車両から取り外す直前に
接地するための装置と方法に関するものである。本発明を使用することにより、ノズルの
接続を断つ間の作業員からの静電荷は、通常の燃料補給過程の間に燃料ノズルと車両の燃
料口の領域から漏れた燃料又は蒸気の点火を引き起こさない。
【００２７】
本発明は主として、燃料電池の燃料タンクに水素ガスを充填するための燃料充填プロセス
に向けられてはいるが、本発明は、任意の引火性ガス、又は引火性の蒸気を放出する引火
性液体、例えばガソリンのようなもの、を燃料タンクに充填するのにも同じように完全に
適合する。
【００２８】
作業員の接地は、車両の燃料タンク口に隣接した接地箇所において行うのが好ましい。本
発明の目的上、「隣接」とは、燃料タンク口と接地箇所との任意の適当な距離である間隔
を意味する。例えば、ディスペンサーと燃料タンク口との間隔、あるいは、例えば、０．
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６～３ｍ（２～１０フィート）又はそれ以上の間隔が、一般的に適当であろう。少なくと
も２センチメートルの任意の間隔が、本発明による適切な接地を可能にする。
【００２９】
次に、図面を参照すると、それらではいくつかの図を通して同様の構成要素には同様の参
照番号が付されており、そして図１には、車両２４の燃料タンク口３２から燃料充填ノズ
ル２２を取り外す前に燃料補給ステーション１０の作業員を接地するための安全装置５が
示されている。
【００３０】
本発明の目的にとっては、車両２４は、引火性のガス又は液体燃料を充填しようとする燃
料タンク２６を有する、自動車のような車両又はその他の可動性もしくは携帯用の装置を
意味する。
【００３１】
燃料補給ステーション１０は、ステーション制御器１２を含み、この制御器は燃料ディス
ペンサー１４にあってもよく、あるいはステーション１０のそのほかの場所にあってもよ
い。ステーション１０はまた、燃料貯蔵容器１６のような圧縮燃料源、燃料の流量を制御
するための燃料流量制御器１８、及び燃料の流量を監視するための監視装置２０をも包含
する。燃料流量制御器１８と監視装置２０も、燃料ディスペンサー１４にあってもよく、
あるいはステーション１０のそのほかの場所にあってもよい。燃料は、燃料貯蔵容器１６
から燃料導管２８を通り燃料充填ノズル２２へと流れる。燃料充填ノズル２２は、車両２
４の燃料タンク口３２と結合する。ディスペンサーには、車両に充填していないときにノ
ズルを支持するためのレスティングプレース、またはノズルかけ３３もある。
【００３２】
図２で一番はっきりと分かるように、本発明の一つの好ましい態様の安全装置５の主要な
発明上の側面は、タンク口３２に関しノズル２２に対して解除可能なインターロック４２
を用いることである。この解除可能なインターロック４２は、作業員が接地装置４４によ
り作業員自身をステーションに対して接地しない限り、且つそれまでは、燃料充填ノズル
２２を車両の燃料タンク口３２に確実に固定させる、一般に知られているような手動式、
空気圧式、あるいはその他の形態の自動機能を利用して、燃料充填ノズル２２を固定する
働きをする。接地装置４４は、接触部材４４Ａと接地スイッチ４０とを含み、接触部材４
４Ａの物理的な接触、好ましくは皮膚との接触が、接地スイッチ４０を作動させて、解除
可能なインターロック４２を固定の位置４２Ａから解除の位置４２Ｂへと移動させ（自動
様式の場合（下記参照））、あるいは解除可能なインターロック４２が固定の位置４２Ａ
から解除の位置４２Ｂへと移動するのを可能にし（手動様式の場合（下記参照））て、作
業員が燃料充填ノズル２２を燃料タンクノズル口３２から取り外すことができるように燃
料充填ノズル２２を解除可能にする。
【００３３】
接地装置４４の接触部材４４Ａは、作業員からグラウンドへの電気的な接触がなされるよ
うに皮膚と接触部材との実際の物理的な接触を感知するのが好ましい、ということが認め
られる。しかし、できるだけ簡単で且つ費用のかからない安全装置を製作することが望ま
しいであろうから、本発明はまた、機械的な動きがなされることを必要とするだけであっ
て電気的な接触を必ずしも感知しない接地スイッチ４０の使用をも予期するものである。
この場合、作業員は接地用導体につながれた接触部材４４Ａに接触するが、実施の切り替
えは接地スイッチ４０につながれた構成要素、例えば接触部材４４Ａ、の機械的な動きに
基づいてなされる。
【００３４】
解除可能なインターロック４２の固定位置４２Ａから解除位置４２Ｂへの移動は、手動に
より行うことができ、あるいは、例えば空気圧により駆動され、電気機械的に（例えばモ
ーターを使って）駆動され、又は機械的な固定機能を自動的にもたらすその他の任意の形
態で駆動される、随意の自動固定装置４３を使って自動式に行うことができる。
【００３５】
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接地スイッチ４０の接地装置４４を作動させる接触部材４４Ａに作業員が接触する接地操
作は、本発明によれば多数のやり方で行うことができる。例えば、接地装置４４は、接地
されたボタン、作動させるのに例えば上昇させるのか滑動させるのを必要とする接地され
たレバー、回転可能なスイッチに取り付けた接地されたハンドル、ディスペンサーの接地
された接触感知箇所、あるいはそのほかの任意の同様な装置、を含むことができる。更に
、下記で説明するように、接地装置４４はノズルをノズルかけ３３へ戻すのをじゃまする
ような位置にあることができる。接触部材４４Ａは地面に電気的に接続（アース）され、
そして作業員が接地スイッチのレバー、ボタン等を動かすとその作業員は接触部材と物理
的に接触しなくてはならず、それにより地面に電気的に接続されるように、接地装置４４
に位置している。
【００３６】
ひとたび接地がなされそして接地スイッチ４０が作動すると、解除可能なインターロック
４２は燃料充填ノズル２２を燃料タンクノズル口３２から解放可能にさせる。
【００３７】
図３は、本発明の別の安全装置１０５を示している。簡単にするため、第一の態様のもの
と同様の部品は１００番台の数字として示される。例えば、第一の態様におけるノズル２
２はこの態様ではノズル１２２として示される。随意に、図３に見られるように、接触部
材１４４と組み合わされたスイッチ１４０は、スイッチ１４０を作動させるレバーである
ことができ、この場合このレバーは、ノズルかけのノズル１２２を取り出し又は元に戻す
ためにはそれが解除の位置１４４Ｂ（すなわち接地されたのを確認される位置）になけれ
ばならないような位置にある。接触部材１４４Ａは、この態様では、作業員がレバーを動
かすためレバーに接触するときには作業員は接触部材１４４Ａと接触しなくてはならず、
それにより作業員自身を接地するように、レバーと一体になっている。
【００３８】
安全装置５かあるいは安全装置１０５のいずれかにあっては、随意に、接地確認スイッチ
１３６が作動しているとき燃料補給を進められるだけであるように、接地確認スイッチ１
３６（図３のみに示されている）を使用してもよい。この場合、接地確認スイッチ１３６
は、接地確認スイッチ１３６が作動しているときにだけ燃料の流れるのを可能にする燃料
流量制御器１８（図１）につながれる。接地確認スイッチ１３６は、地面に電気的につな
がれる接触部材１４４Ａにつながれる。こうして、作業員は、燃料が流れている燃料補給
の間は必ず連続して接地される。下記で説明するタイマーを組み入れてもよい。
【００３９】
タイマー３４、１３４を、本発明の安全装置５、１０５の一部として含めることができる
。この場合、タイマー３４、１３４は、相当なエネルギーを放出させて燃料空気混合物を
発火させる原因となり得る十分な静電気を、作業員が接地と燃料ノズルとの接触との間に
発生させないようにする。いったん作業員が接地スイッチ４０、１４０を作動させると（
従って接触部材４４Ａ、１４４Ａと接触しそして解除可能なインターロック４２、１４２
を解除の位置４２Ｂ、１４２Ｂへ動かすと）、車両燃料タンク口３２、１３２から燃料充
填ノズル２２、１２２を取り外すための限られた時間（例えば約１～３００秒、好ましく
は約５秒）が作業員に与えられる。その時間の後に、ノズル２２、１２２が車両燃料タン
ク口３２、１３２から取り外されていなければ、解除の位置４２Ｂ、１４２Ｂから固定の
位置４２Ａ、１４２Ａへと動く解除可能なインターロック４２、１４２によりノズル２２
、１２２は再び固定されて、作業員が車両燃料タンク口３２、１３２からノズル２２、１
２２を取り外すためには作業員を再度接地することが必要になる。指示器４５、１４５、
例えば表示ライト、メッセージスクリーン、ＬＥＤ等の如きもの、を使用して、作業員が
接触部材４４Ａ、１４４Ａと接触することにより接地装置４４、１４４を作動させなけれ
ばならないことを作業員に指示してもよい。
【００４０】
図４は、本発明のもう一つ別の態様の安全装置２０５を示している。簡単にするため、第
一の態様のものと同様の部品は２００番台の数字で示される。例えば、第一の態様におけ
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るノズル２２はこの態様ではノズル２２２として示される。この安全装置２０５は、燃料
タンク口２３２、燃料充填ノズル２２２、そしてこの燃料タンクノズル２３２に隣接した
、又はその近くの接地装置２４４を含む。この接地装置２４４は、接地スイッチ２４０を
含み、そして接触部材の物理的な接触が接地スイッチ２４０を作動させるように作業員に
よる物理的接触を受ける接触部材２４４Ａを有する。接地スイッチ２４０は、接地スイッ
チ２４０が連続して作動しているときだけ、燃料が、燃料制御器１８（図１参照）により
制御されて供給されるよう、燃料制御器１８に通じている。接地装置、すなわち接地スイ
ッチと接触部材は、実際においては、燃料補給用の作動ハンドルである。
【００４１】
図５は、本発明のいま一つ別の態様の安全装置３０５を示している。簡単にするため、第
一の態様のものと同様の部品は３００番台の数字で示される。例えば、第一の態様におけ
るノズル２２はこの態様ではノズル３２２として示される。ここでも、安全装置３０５は
やはり解除可能なインターロックを含む。この態様では、燃料充填ノズル３２２、燃料タ
ンクノズル口３３２、及び接地装置３４４が含まれている。この接地装置は、接地される
接触部材３４４Ａを含む。接地装置３４４はまた、接地スイッチ３５０を含む。ノズルを
通る燃料の流量を制御するための、燃料制御器１８（図１参照）が含まれ、接地装置３４
４の接触部材３４４Ａに接触があり、それにより接地スイッチ３４０を作動させると、こ
の燃料制御器１８は燃料を流す。接触部材３４４Ａが解放されるか、あるいは燃料タンク
３２６が所定容量に達すると、燃料制御器１８は燃料の流れを停止させる。このとき、燃
料制御器１８は、表示スクリーンあるいはライトといったような指示器３４５に信号を送
り、この指示器は、信号を受け取ると即座に、ノズルを取り外す前に接地を行わなくては
ならないことを作業員に指示する。
【００４２】
図６は、本発明のもう一つ別の態様の安全装置４０５を示している。簡単にするため、第
一の態様のものと同様の部品は４００番台の数字で示される。例えば、第一の態様におけ
るノズル２２はこの態様ではノズル４２２として示される。この態様は、燃料充填ノズル
４２２、燃料タンクノズル口４３２、接地装置４４４、燃料流量制御器１８（図１参照）
、そして指示器４４５のみを含む。燃料流量制御器１８が、燃料タンクがいっぱいである
かあるいは作業員が燃料の流れを遮断したために燃料がもはや流れていないことを感知す
ると、燃料流量制御器は、作業員がタンク口からノズルを取り外す前に接地すべきである
ことを作業員に指示するため、指示器４４５へ信号を送る。
【００４３】
使用の際には、上記の装置の全てにおいて、作業員はノズルをタンク口に配置し、そして
ノズルをタンク口から抜き出すためには上記の装置に基づいて必要とされる適切な作業を
行う。
【００４４】
ここでは特定の態様を参照して例示し説明しているけれども、本発明はここに示した細目
に限定されるものではない。それどころか、本発明の精神から逸脱することなしに、特許
請求の範囲に記載されたものと同等の範囲内において、それらの細目に様々な変更を加え
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一つの好ましい態様による、燃料ディスペンサーと燃料貯蔵容器とを組
み合わせた燃料補給ステーションの簡略設備構成図である。
【図２】図１の燃料充填ステーションで使用するための、本発明の一つの好ましい態様に
よるノズルとタンク口の概略図である。
【図３】図１の燃料充填ステーションで使用するための、本発明の第二の好ましい態様に
よるノズルとタンク口の概略図である。
【図４】図１の燃料充填ステーションで使用するための、本発明の第三の好ましい態様に
よるノズルとタンク口の概略図である。
【図５】図１の燃料充填ステーションで使用するための、本発明の第四の好ましい態様に

10

20

30

40

50

(11) JP 3679382 B2 2005.8.3



よるノズルとタンク口の概略図である。
【図６】図１の燃料充填ステーションで使用するための、本発明の第五の好ましい態様に
よるノズルとタンク口の概略図である。
【符号の説明】
５、１０５、２０５、３０５、４０５…安全装置
１０…燃料補給ステーション
１６…燃料貯蔵容器
１８…燃料流量制御器
２２、１２２、２２２、３２２、４２２…燃料充填ノズル
２４、１２４、２２４、３２４、４２４…車両
２６…燃料タンク
３２、１３２、２３２、３３２、４３２…燃料タンク口
３４、１３４…タイマー
４０、１４０、２４０…接地スイッチ
４２、１４２…インターロック
４４、１４４、２４４、３４４、４４４…接地装置
４４Ａ、１４４Ａ、２４４Ａ、３４４Ａ、４４４Ａ…接触部材
４５、１４５、２４５、３４５、４４５…指示器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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